
●
混
み
合
わ
な
い
時
間
帯
を
選
ぶ

　
週
初
め
は
特
に
混
ん
で
い
ま
す
。
週
の

半
ば
で
、
8
時
　
分
～
　
時
と
、　
時
以

30

10

16

降
が
比
較
的
す
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

●
休
日
・
夜
間
申
請
受
付
ボ
ッ
ク
ス
を
利
 

　
用
す
る

　
市
役
所
前
や
各
支
所
前
に
戸
籍
謄
・
抄

本
と
住
民
票
の
休
日
・
夜
間
申
請
受
付

ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
請
求
書
と
封
筒
を
用
意
し
て
い
ま
す
の

で
、
請
求
書
、
手
数
料
（
現
金
ま
た
は
郵

便
定
額
小
為
替
）、
切
手
を
張
っ
た
返
信

用
封
筒
を
同
封
の
上
、
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。
処
理
後
、
自
宅
へ
郵
送
し
ま
す
。

※
こ
の
ボ
ッ
ク
ス
で
請
求
で
き
る
の
は
、

　
本
人
か
同
じ
戸
籍
や
同
じ
住
民
票
に
記

　
載
さ
れ
て
い
る
人
に
限
り
ま
す
。

●
支
所
・
行
政
セ
ン
タ
ー
で
手
続
き
を
す
る

　
市
役
所
と
同
じ
よ
う
に
住
所
変
更
手
続

き
や
戸
籍
、
住
民
票
な
ど
の
発
行
が
で
き

ま
す
。
お
近
く
の
支
所
や
行
政
セ
ン
タ
ー

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
正
し
い
本
籍
・
筆
頭
者
を
知
っ
て
お
く

　
戸
籍
謄
・
抄
本
の
請
求
を
す
る
場
合
は
、

本
籍
・
筆
頭
者
を
正
し
く
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

※
本
市
に
本
籍
が
な
い
人
は
、
市
役
所
や

　
支
所
、
行
政
セ
ン
タ
ー
で
は
請
求
で
き

　
ま
せ
ん
。
本
籍
地
に
請
求
し
て
く
だ
さ

　
い
。

《
印
鑑
を
お
忘
れ
な
く
》

　
戸
籍
謄
・
抄
本
を
請
求
す
る
と
き
は
、

印
鑑
が
必
要
で
す
。
代
理
人
が
請
求
す
る

と
き
は
、
代
理
人
の
印
鑑
と
請
求
者
本
人

の
委
任
状
ま
た
は
印
鑑
が
必
要
で
す
。

　
代
理
人
が
住
民
票
を
請
求
す
る
と
き
は
、

請
求
者
本
人
の
委
任
状
ま
た
は
印
鑑
が
必

要
で
す
。

※
請
求
者
と
は
本
人
か
、
戸
籍
謄
・
抄
本

　
の
場
合
は
同
じ
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い

　
る
人
、
住
民
票
の
場
合
は
同
じ
住
民
票

　
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
で
す
。

異
動
シ
ー
ズ
ン

異
動
シ
ー
ズ
ン
でで

窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま

　
　
　
　
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
すす

   3
月
中
旬
か
ら
４
月
中
旬
に
か

け
て
、本
市
へ
の
転
入
や
市
外
へ

の
転
出
な
ど
異
動
が
多
く
な
り
、

戸
籍
や
住
民
票
な
ど
各
種
手
続
き

の
た
め
市
役
所
の
窓
口
が
大
変
混

雑
し
ま
す
。

　
長
く
待
た
ず
に
、で
き
る
だ
け

ス
ム
ー
ズ
に
手
続
き
を
す
る
た
め

の
い
く
つ
か
の
方
法
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

●
お
尋
ね
　
市
役
所
戸
籍
住
民
課
　
　

    （
緯
0
9
5
6
・
2
4
・
1
1
1
1
）

　　 引
っ
越
し
が
決
ま
っ
た
ら

水
道
局
に
も
届
け
出
を
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水
道
の
使
用
開
始
や
中
止
の
届
け
出

は
、
お
早
め
に
。

●
水
道
局
営
業
課
　

　
　（
緯
0
9
5
6
・
2
4
・
1
1
5
1
）

●
東
部
営
業
所

　
　（
緯
0
9
5
6
・
3
8
・
3
3
2
6
）

●
西
部
営
業
所

　
　（
緯
0
9
5
6
・
4
7
・
2
3
6
6
）

●
宇
久
営
業
所

　
　（
緯
0
9
5
9
・
5
7
・
3
1
1
1
）

●
吉
井
出
張
所

　
　（
緯
0
9
5
6
・
6
4
・
3
1
1
1
）

●
世
知
原
出
張
所

　
　（
緯
0
9
5
6
・
7
6
・
2
2
1
1
）

●
小
佐
々
出
張
所

　
　（
緯
0
9
5
6
・
4
1
・
3
1
1
1
）

※
届
け
出
は
、
月
曜
～
金
曜
日（
祝
日
を

　
除
く
）
の
8
時
　
分
～
　
時
　
分
に

30

17

15

　
ど
う
ぞ
。
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　市県民税・国民健康保険税は
3月15日までに申告しましょう！

　ことしは、例年どおり市役所13階・大会議室
で受け付けます。また、この時期は駐車場が大
変混雑します。できるだけ公共交通機関をご利
用ください。

～ことしの申告会場は市役所13階です～

　年金、扶養、医療、幼稚園、公営住宅、奨学金、
事業資金の融資などの申請に必要な所得証明や課
税証明等が発行できません。

申告をしないと

原則として
煙税務署から確定申告書が送られてきたら
　閣税務署　
煙市の申告書が送られてきたら閣佐世保市
煙収入が給与だけ、年金だけ、給与と年金の2種類
　だけのいずれか閣税務署か佐世保市

申告書の提出先

ことし1月1日現在市内に住んでいた人で
煙佐世保市国民健康保険の世帯主と、前年中に収入
　があった世帯員　
煙営業、農業、不動産、その他事業などの所得があ
　る人
煙給与所得者で、給与のほかに年金、営業、農業、　
　不動産、その他事業などの所得がある人
煙日雇い、パート、アルバイトなどの収入がある人
煙平成18年中に退職し、再就職していない人
煙公的年金受給者で、所得税が源泉されている人、
　社会保険料、医療費、生命保険料などの所得控除
　を受ける人、年金以外の所得がある人
煙市内に住んでいなくても、市内に家族がいる人、
　事務所や事業所、家を持っている人

申告が必要な人

ながさき森林環境税（県民税）導入のお知らながさき森林環境税（県民税）導入のお知らせせ

  煙個人（県内に住所、家屋敷などがある人）
　　課税額：県民税均等割額に年間500円を加算
　　※県民税均等割が非課税の人には課税されません。
  煙法人（県内に事務所などがある法人等）
　　課税額：県民税均等割額の5%相当額を加算
　　※資本金等の額により、1,000円～40,000円
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　平成19年度分から個人住民税の税率が一律10%
になります。これにより個人住民税の負担額が増
える人もいますが、所得税が減ることなどで、合わ
せた負担額は変わりません（ただし、定率減税の廃
止による負担額は増えます）。

税源移譲により税制が改正されます

●お尋ね
　市県民税・国民健康保険税
　　閣市役所市民税課（緯0956-24-1111）
　所得税の確定申告
　　閣佐世保税務署（緯0956-22-9196）

煙税務署で所得税の確定申告をする人
煙給与以外の所得がなく、勤務先から給与支払報告
　書が提出されている人

申告の必要がない人

煙「環境重視」の森林づくり
　・「水源の森」の整備
　・樹木の生育を妨げる竹の伐採
　・台風などで倒れた森林の整備
　・作業路など、森林の手入れを促す環境づくり
煙「県民協働」の森林づくり
　・県民の皆さんの提案・参加による森林づくり活動の
　　支援
  （例）森林環境学習の支援や間伐材等の利用促進など

●お尋ね
　　県農林部林務課（緯095-895-2983）
　　県総務部税務課（緯095-895-2214）　

　ながさき森林環境税は、県民税に加算して納めて
いただきます。

　ながさき森林環境税は、森林を守り育てる取り
組みに使います。

煙印鑑、申告書　
煙源泉徴収票（年金、恩給を含む）か給与支払証明書
煙事業所得の人は収支内訳書、その他の所得の人は
　所得金額が証明されるもの
煙生命保険料、損害保険料、医療費などの各種所得
　控除のための証明書、領収書
煙配偶者特別控除を受ける人は、配偶者の所得が分
　かるもの（源泉徴収票など）

申告に必要なもの


